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（ 要 旨 ） 

 電力事情逼迫の昨今、昨年春の緊急停電が何時発生するやも知れず、其れに備える為に、 

現在の区所有の高層建築の屋上に「太陽光発電」の設置を進めて下さい。 

区営住宅の１４階に住み、万一停電の時は、エレベータは使えず、深夜の時は替りの照明 

が必須です。アメリカやＥＵが導入して居る、送配電分離を進め、社会的問題として、取り

上げて下さい。 

（ 理 由 ） 

 昼間の階段の困難は勿論、夜間の歩行困難で、保安上の責任も重大です。 

昔は五箇条の御誓文として、広く会議を起こし万機公論に決すべしと、教わりましたが、

今は政治が崩れ、隠蔽、癒着、ぶら下がりと政治に無関心の人が、５０％を越え、私達は日

本沈没の危機と見て居ます。 

福岡政行氏の「財務省解体論」と古賀成明氏の「官僚の責任」をお読みください。 

 今は東京、特に霞ヶ関に富みが集中しています。政治家としての御意見を御聴きしたいの 

です。 

 

 

 

 

 


